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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、法令・企業倫理の遵守が経営の根幹であるとの信念に基づき、健全で透

明性が高く、効率的で開かれた経営を実現することにあります。そのためには、少数の取締役による迅速な意思決定及び取締役相互間の経営監
視とコンプライアンスの徹底、株主等のステークホルダーを重視した透明性の高い経営、ディスクロージャーの充実とアカウンタビリティーの強化
が必要と考えております。

　重要な経営情報等について、タイムリーかつ適切な情報開示を行うとともに、ステークホルダーと双方向のコミュニケーションを行うことにより、

経営の透明性を高め、市場との信頼関係を構築することに努めていく方針であります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しておりますので、本欄に記載すべき事項はありません。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社シーアールイー 1,280,000 19.26

西村　実 529,500 7.97

中村　賀一 352,000 5.30

平田　幸一郎 200,000 3.01

楽天証券株式会社 151,800 2.28

株式会社ＳＢＩ証券 90,988 1.37

織田　邦夫 80,000 1.20

中間　哲志 78,000 1.17

永井　崇久 74,000 1.11

株式会社ジーエヌピー 70,000 1.05

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

２．資本構成　大株主の状況の株式会社ジーエヌピーは、当社取締役中村賀一及び親族が株式を保有する資産管理会社であります。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 マザーズ

決算期 3 月

業種 サービス業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人未満



直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 7 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

亀山　忠秀 他の会社の出身者 ○ ○

小竹　由紀 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

亀山　忠秀 　 －

　不動産ビジネスを行う企業経営者としての豊
富な経験と幅広い知識を有しており、引き続き
当該知見を活かして、特に不動産開発業、物
流不動産業界に関する専門的見地から取締役
の職務執行に対する監督・助言等を行うことが
できることから社外取締役に選任しておりま
す。



小竹　由紀 ○ －

　東証一部上場企業において、企業の社会的
責任（CSR）を責任者として推進してきた豊富な
経験と知見を有しています。持続可能な社会の
実現に貢献する企業経営が強く求められるな
か、当該経験と知見を当社の経営に活かすこ
とにより、独立した立場からの取締役会の意思
決定機能及び監督機能の強化が期待できるた
め、社外取締役として選任しております。

　株式会社東京証券取引所の定める独立性基
準に照らしても、一般株主と利益相反の生じる
おそれがないと判断したことから独立役員に指
定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する

任意の委員会の有無
あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

― ― ― ― ― ― ― ―

報酬委員会に相当
する任意の委員会

報酬委員会 3 0 1 2 0 0
社外取
締役

補足説明

　当社は、取締役の報酬等に関する評価・決定プロセスについて客観性・透明性を高め、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、2021
年６月25日付で取締役会の任意の機関として報酬委員会を設置しております。同委員会の委員は、社内取締役と社外取締役で構成し、総数３名
以上かつ過半数は社外取締役と定めております。同委員会の委員長は社外取締役です。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　内部監査担当者は、内部監査の実施の都度、結果及び改善事項を代表取締役社長へ報告する他、常勤監査役に対しても報告しております。

常勤監査役への報告に際しては、内部監査担当者は常勤監査役より監査結果に関する質問や、内部監査において他に確認すべき事項に関する

助言等を受けており、以後の内部監査にあたっての確認事項として留意しております。また、内部監査において把握された状況、改善についての

情報は、監査役監査においても活用されており、監査役によって監査項目の追加又はより詳細な確認の実施、要改善事項に関する改善状況の

確認等が実施され、両監査の質的向上と効率化を図っております。当期におきましては、財務報告に係る内部統制の評価を行う際に、内部監査

担当者、監査役の両者が立ち会い、当社の内部統制の状況について監査を行うこと等も予定しております。

　内部監査人と会計監査人である監査法人との連携に関しては、内部監査担当者が法務課長の職を兼ねていることから、監査法人との打ち合わ
せ等の際に、内部監査の実施状況についての報告も行っております。また、監査法人からも会計監査の状況や改善指示事項・助言事項等につい
ての報告を受けており、情報共有が行われております。上記の監査役監査の際と同様、監査法人からの指摘又は助言事項は、以後の内部監査
においても活かされております。

　また、監査役と監査法人の間の意見ないし協議は定期的に行われており、また、内部監査担当者、監査役、監査法人の三者による意見交換な

いし協議も随時行なっております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 4 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名



会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

行川　一郎 他の会社の出身者

星野　隆宏 弁護士

平田　幸一郎 公認会計士

高山　和夫 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

行川　一郎 ○ －

　一般企業での長年にわたる経理・財務・監査
に関する豊富な経験と、その経験に裏打ちされ
た幅広い見識を有していることから社外監査役
に選任しております。

　株式会社東京証券取引所の定める独立性基
準に照らしても、一般株主と利益相反の生じる
おそれがないと判断したことから独立役員に指
定しております。

星野　隆宏 ○ －

　弁護士として、企業法務に精通し、専門的な
知識及び高い見識と経験を有しております。ま
た客観的且つ公正な立場に立って業務執行の
適法性、妥当性を判断するなど、当社の経営を
適切に監査することができることから社外監査
役に選任しております。

　株式会社東京証券取引所の定める独立性基
準に照らしても、一般株主と利益相反の生じる
おそれがないと判断したことから独立役員に指
定しております。

　

平田　幸一郎 　 －
　公認会計士としての会計に関する専門的な
知識及び高い見識と経験を有していることから
社外監査役に選任しております。

高山　和夫 ○ －

　大手生命保険会社で、人事、労務、事業再
編、監査業務等を、またその会社の子会社の
投資顧問会社で常勤監査役を経験し、大手生
命保険会社を退職後はベンチャー企業での常
勤監査役の経験があります。当社の事業規模
に合致した内部統制制度の構築や業務監査に
対して豊富な経験と知見を有していることから、
社外監査役に選任しております。

　株式会社東京証券取引所の定める独立性基
準に照らしても、一般株主と利益相反の生じる
おそれがないと判断したことから独立役員に指
定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名



その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する

施策の実施状況
ストックオプション制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

取締役に関しては、業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高めることにより、企業価値の増大を図るために付与しております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、社外取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員

該当項目に関する補足説明

　社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員に関しては、業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高めることにより、企業価値の
増大を図るために付与しております。また、当社の業績向上に対する協力を期待し、社外協力者に対してもストックオプションを付与しております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　報酬等の総額が１億円以上のものが存在していないため、個別報酬の開示は実施しておりません。取締役及び監査役の報酬は、それぞれ総額
にて開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　当社は取締役の報酬決定の透明性、公正性を図ると同時に企業価値の持続的な向上、優秀な人材を確保することができる報酬とするため、
個々の取締役の報酬の決定に際しては業績の推移及び各職責に相応した適正な水準とすることを基本方針としております。

　取締役の報酬は、毎月支給される金銭報酬である固定の月額基本報酬のみとし、業績連動報酬等及び非金銭報酬等は支給しておりません。取
締役の報酬は、1999年6月23日開催の臨時株主総会で定められた取締役報酬総額（年額200百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給

与は含めない）の範囲内において、代表取締役及び社外取締役で構成される報酬委員会にて決定、配分を行うものとしております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　当社の社外役員は、社外取締役２名、社外監査役４名であります。

　社外取締役及び社外監査役のサポート体制については、管理部が窓口となり、取締役会の開催連絡、取締役会付議議案等に関する事前説明
や資料の事前配布等の事務を行っております。

　また必要に応じて取締役及び従業員に説明を求めたり、必要な書類の閲覧を行ったりする等、情報の提供ができる体制としております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

ａ．取締役会・役員体制

　当社の取締役会は有価証券報告書提出日現在において、代表取締役の西村実を議長とし、取締役である中村賀一、草場周作、山本敏仁、横
溝透修、亀山忠秀（社外取締役）及び小竹由紀（社外取締役）の７名の取締役で構成されており、取締役会規程に基づき、監査役出席の下、経営
上の重要な意思決定を討議し決定しております。現在、当社では原則として毎月１回の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し
ており、取締役会においては業績の状況、その他業務上の報告を行い情報の共有を図るとともに、監査役からは監査役監査の報告を受けており
ます。また、監査法人からの指摘事項についての改善案も同会において検討し、業務改善に努めるよう関連部署の管理職に指示をしております。

　また、当社は経営の健全性、透明性、効率性を確保するため、独立性のある社外取締役及び社外監査役を選任し、経営監督機能を強化すると
ともに、意思決定及び業務執行の迅速化・効率化を図っております。

ｂ．監査役会・監査役

　当社の監査役会は、常勤監査役である高山和夫（社外監査役）、非常勤監査役である星野隆宏（社外監査役）、平田幸一郎（社外監査役）及び
行川一郎（社外監査役）の計４名で構成されております。星野隆宏は弁護士、平田幸一郎は公認会計士であり、それぞれの専門的見地からも経
営監視を実施しております。



　監査役会に関しては、原則として毎月１回定時監査役会の開催を予定しており、取締役会の意思決定の適正性について意見交換される他、常
勤監査役である高山和夫から取締役等の日常の業務執行に関する報告を行い、監査役会としての意見を協議・決定しております。

　また、常勤監査役である高山和夫は、会計監査人及び内部監査担当者との情報交換を積極的に行うことにより情報の共有化に努め、監査の客
観性、緻密性、効率性及び網羅性を高めております。

ｃ．役員報酬の決定方法等

　当社は取締役の報酬決定の透明性、公正性を図ると同時に企業価値の持続的な向上、優秀な人材を確保することができる報酬とするため、
個々の取締役の報酬の決定に際しては業績の推移及び各職責に相応した適正な水準とすることを基本方針としております。

　取締役の報酬は、毎月支給される金銭報酬である固定の月額基本報酬のみとし、業績連動報酬等及び非金銭報酬等は支給しておりません。取
締役の報酬は、1999年6月23日開催の臨時株主総会で定められた取締役報酬総額（年額200百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給

与は含めない）の範囲内において、代表取締役及び社外取締役で構成される報酬委員会にて決定、配分を行うものとしております。

　監査役の報酬については、株主総会で定められた報酬限度額内において、監査役会にて決定しております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、法令・企業倫理の遵守が経営の根幹であるとの信念に基づき、健全で透
明性が高く、効率的で開かれた経営を実現することにあります。そのためには、少数の取締役による迅速な意思決定及び取締役相互間の経営監
視とコンプライアンスの徹底、株主等のステークホルダーを重視した透明性の高い経営、ディスクロージャーの充実とアカウンタビリティーの強化
が必要と考えており、現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

集中日を回避した株主総会の設定
　株主の皆様と建設的な対話を推進するため、いわゆる第１集中日は避け、午後からの
開催にしております。

　本年第22回定時株主総会は、2021年6月25日に開催いたしました。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表

　当社は、投資家への適時・適切な会社情報の開示が健全な金融商品市場の
根幹を担うものであることを十分に認識したうえで、金融商品取引法等の関連
法令や貴証券取引所が定める適時開示に関する規則に則った情報開示を適
時・適切に実施するとともに、投資判断に影響を与える重要情報については、
すべての市場参加者が公平に入手できるよう努めます。

　また、適時開示規則に該当しない情報についても、株主・投資家や証券アナ
リスト等、市場参加者の要望に応えるために、より迅速かつ広範な情報開示を
行うことを基本方針としてIR活動を推進してまいります。

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

　第２四半期決算及び年度決算終了後の決算説明会を定期的に開催する方
針です。

あり

IR資料のホームページ掲載
　当社のホームページ内にIR専門サイトを開設し、当社の情報を速やかに発信
できる体制を整備し、株主や投資家に対して積極的なディスクロージャーを実
施しております。

IRに関する部署（担当者）の設置

　この基本方針を具体化させるために社内管理体制の充実に努め、法令等に
基づき業績及び財務内容に関する情報を速やかに開示し、株主や投資家に信
頼していただける企業を目指してまいります。

IR活動に向けた体制は、次のとおり構築する予定です。

IR担当責任者　　経理部長　　　 長谷川　忠玄

IR担当者　　　　　財務部長　　　 味澤　康裕

　　　　　　　　　　　管理部　　　　　北島　康広

　　　　　　　　　　　管理部　　　　　周　培

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

　当社では、ディスクロージャーへの積極的な取組みをコーポレート・ガバナンスの一環とし
て位置づけております。

　当社は、株主、投資家等に対する経営の透明性、公平性及び継続性の向上という観点
から、迅速なディスクロージャー情報の収集と提供に努めてまいります。

　また、金融商品取引法及び貴証券取引所が定める適時開示に関する規則等に準拠した
情報の開示に努める他、当社を理解していただくために有効であると当社が判断する情報
についても、タイムリーかつ積極的に開示してまいります。

　当社が取得した情報は、適時開示責任者の管理の下に集約し、所要の検討・手続きを得
たうえで、公表すべき情報は適時に公表致します。また、従業員に対する周知・教育につい
ては、経営者のディスクロージャーへの取組み方針や開示情報の項目等について、インサ
イダー取引防止に関する周知・教育とともに、随時行ってまいります。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

　決算発表については、適時開示における重要情報であり開示の早期化という投資家サイ
ドからの要請を十分に認識しております。当社は、上場会社としてこの要請に応えるべく、
可能な限り早期に開示を行いたいと考えております。

　しかしながら、現状の当社の体制や今までの実務経験等も勘案し、最長でも40日以内を
目処としたうえで、貴証券取引所上場会社の平均決算発表日数より一日でも短い日数を
もっての開示を目標として取り組みたいと考えております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

業務の適正を確保するための体制

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定
内容の概要は以下のとおりであります。

1.当社の取締役及び使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

　当社は「エンバイオ・ホールディングスグループ行動指針」及び「コンプライアンス規程」を制定し、取締役及び使用人が法令及び社内規程を遵守
し、社会倫理を優先させる行動をするよう周知徹底しております。

2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の職務執行に関する重要な文書等は、「文書管理規程」に基づき適切に保存及び管理します。

3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　事業の重大な障害・瑕疵、重大な情報漏洩、重大な信用失墜、災害等の当社経営に重大な影響及び損失を及ぼす危険を、全社横断的に把握
し、適正に管理・対処していくため、「リスク管理規程」を定め、取締役及び使用人に周知徹底することとしております。また、大規模な事故・災害等
当社の経営に重大な影響を与える緊急事態が発生した場合には、代表取締役社長をリスク管理統括責任者とする緊急事態対応体制をとるものと
しております。

4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　取締役及び監査役が出席する取締役会を原則月１回開催し、法令及び定款で定められた事項及び経営方針・政策に関する重要事項について
審議し、効率的で迅速な意思決定を行うものとしております。さらに、経営方針の徹底、業務執行に関する重要事項の決定、利益計画の進捗状況
を管理するものとしております。

5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　イ．子会社の取締役等及び使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

　・当社は「コンプライアンス規程」に基づき、当社グループ内の子会社におけるコンプライアンス推進を支援します。

　・「関係会社管理規程」に基づき子会社の業務を所管する管理部と連携し、子会社における法令及び定款に適合するための指導・支援を実施し
ます。

　・子会社の業務活動全般も内部監査担当者による内部監査の対象としており、併せてグループ一体となった内部統制の維持・整備に努めます。

　ロ．子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

　・当社は、「関係会社管理規程」に従い、子会社の事業が適正に行われているか定期的に報告を求め、子会社の経営内容を把握します。

　・子会社における業務執行状況及び決算などの財務状況を定期的に当社の取締役会で報告をするものとします。

　ハ．子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制について

　・子会社のリスクについては、「リスク管理規程」に基づき、当社がグループ全体のリスクの評価と対応の実施及びリスク管理体制の維持・整備
に努めます。

　ニ．子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について

　・当社は、子会社の自主性を尊重しつつ子会社の業務内容の定期的な報告を受け、重要案件については、その内容について事前協議を行い、
子会社の取締役会にて協議すること等により、子会社の取締役の職務の執行の効率性を確保するものとします。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関
する事項

　イ．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、管理部門担当取締役が監査役の意見を十分に検討し、必要に応じて
人員を配置します。

　ロ．監査役を補助すべき使用人の人事異動については、監査役と管理部門担当取締役が協議し、決定します。

7.当社の監査役の前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項について

　監査役を補助すべき使用人は当社の就業規則に従いますが、当該使用人への指揮命令権は各監査役に属するものとし、異動、処遇、懲戒等
の人事事項については監査役と事前協議のうえ実施します。

8.当社の監査役への報告に関する体制について

　イ．当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の体制について

　・監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会などの重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その
他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることとします。

　・取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査役に報告します。

　ロ．子会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制ならびに報告をした者が
当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制について

　・当社の監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、子会社の主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書
を閲覧し、必要に応じて子会社の取締役、監査役または使用人にその説明を求めることとします。

　・子会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が、子会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実、その他重要
な事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに当社の監査役に報告します。

　・「内部通報規程」において、通報窓口は通報・相談の受付、事実確認及び調査等で知り得た秘密事項を漏らすことを禁止しており、漏らした場
合には当社社内規程に従い処分を課します。また、いかなる場合においても、通報窓口への通報・相談者に対して、不利益な取扱い（降格、減
給、解雇、派遣労働者の交代、労働者派遣契約の解除等）を禁止しております。

9.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項について

　取締役は監査役による監査に協力し、監査に要する諸費用については、監査の実行を担保するべく予算を措置します。

10.その他、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制について

　イ．取締役及び使用人は、監査役の監査に対する理解を深め、監査体制の実効性を高めるため、監査役の監査に協力します。

　ロ．監査役は、代表取締役社長、会計監査人とそれぞれ随時に意見交換会を開催し、また内部監査担当部門と連携を図り、効果的な監査業務



を遂行します。

11.　財務報告の適正性を確保するための体制の整備について

　　当社は、金融商品取引法及びその他の法令の定めに従い、財務報告に係る具体的な内部統制の整備及び運用を定め、財務報告の信頼性及
び適正性を確保します。

12.　反社会的勢力排除に向けた体制整備に関する内容について

　イ．当社は、反社会的勢力への対応について、管理部を対応窓口として、「反社会的勢力対策規程」及び「反社会的勢力対策実施マニュアル」を
制定し、当社のステークホルダーに反社会的勢力が係わっていないことのチェックを指示し確認します。

　ロ．当社は、反社会的勢力についての理解を深め、関係を排除するための対応、毅然とした対応ができるよう、定期的に社内教育を行います。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、反社会的勢力との取引関係や支援関係を含め一切の接触を遮断し、反社会的勢力からの不当要求は断固として拒絶するものとしてお

ります。反社会的勢力から経営活動に対する妨害や加害行為、誹謗中傷等の攻撃を受けた場合は、管理部が対応を一元的に管理し、警察等関

連機関とも連携し、組織全体で毅然とした対応を行う体制を整えております。

　具体的には、「反社会的勢力対策規程」及び「反社会的勢力対策実施アニュアル」を定め、反社会的勢力に対しては事前及び事後の対応にお

いて一貫して毅然たる態度で臨み、その脅威に屈しないこととし、全社的な取組みを行っております。また、当社は社団法人警視庁管内特殊暴力

防止対策連合会、特殊暴力防止対策協議会に加盟し反社会的勢力排除に断固たる姿勢で臨んでおります。万一、反社会的勢力から不当要求を

受けた場合の対応部門を管理部とし、所管警察署や顧問弁護士等の外部専門機関との連携をとりながら対応することにしております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――




